
別添、幹線管きょ図参照
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　　　　イ　 年 度 別 整 備 面 積
単位：ha

R7.3.25

市街化＋調整 62.77 12.99 7.22 7.02 1.05 5.84 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.32 99.11

市街化 59.91 12.89 6.32 7.02 1.05 5.84 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.46 94.92

調　整 2.86 0.10 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.86 4.19

市街化＋調整 11.20 0.00 0.47 0.00 0.00 2.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.14 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.71 17.78

市街化 11.01 0.00 0.47 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.14 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.60 15.67

調　整 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.11 2.11

市街化＋調整 34.63 6.69 5.52 1.23 1.12 1.41 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 51.28 59.19

市街化 18.49 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.00 19.49

調　整 16.14 6.18 5.52 1.23 1.12 1.41 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 32.28 39.70

市街化＋調整 17.81 0.00 0.00 2.12 3.39 5.26 1.03 0.00 13.40 0.22 2.22 0.74 0.10 0.46 0.00 3.04 0.34 0.00 0.00 0.04 0.43 0.55 0.36 0.21 0.00 0.00 51.72 62.22

市街化 17.81 0.00 0.00 2.12 3.39 5.26 1.03 0.00 13.40 0.22 2.22 0.74 0.10 0.46 0.00 3.04 0.34 0.00 0.00 0.04 0.43 0.55 0.36 0.21 0.00 0.00 51.72 62.22

調　整 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

市街化＋調整 126.41 19.68 13.21 10.37 5.56 14.90 1.03 0.00 14.10 0.28 2.64 1.67 0.10 0.49 0.00 3.04 0.34 0.06 0.14 0.14 1.16 0.55 0.36 0.21 0.00 0.59 217.03 238.30

市街化 107.22 13.40 6.79 9.14 4.44 11.57 1.03 0.00 14.10 0.22 2.64 1.67 0.10 0.46 0.00 3.04 0.34 0.06 0.14 0.14 1.16 0.55 0.36 0.21 0.00 0.00 178.78 192.30

調　整 19.19 6.28 6.42 1.23 1.12 3.33 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.59 38.25 46.00

市街化＋調整 146.09 159.30 169.67 175.23 190.13 191.16 191.16 205.26 205.54 208.18 209.85 209.95 210.44 210.44 213.48 213.82 213.88 214.02 214.16 215.32 215.87 216.23 216.44 216.44 217.03

市街化 120.62 127.41 136.55 140.99 152.56 153.59 153.59 167.69 167.91 170.55 172.22 172.32 172.78 172.78 175.82 176.16 176.22 176.36 176.50 177.66 178.21 178.57 178.78 178.78 178.78

調　整 25.47 31.89 33.12 34.24 37.57 37.57 37.57 37.57 37.63 37.63 37.63 37.63 37.66 37.66 37.66 37.66 37.66 37.66 37.66 37.66 37.66 37.66 37.66 37.66 38.25

市街化＋調整 71.82% 78.31% 83.41% 86.1% 80.9% 81.4% 81.4% 87.4% 87.5% 88.6% 89.3% 89.4% 89.6% 89.6% 90.9% 91.0% 91.1% 91.1% 91.2% 91.7% 91.9% 92.1% 92.1% 90.8% 91.1%

市街化 81.56% 80.94% 86.74% 89.6% 80.8% 81.3% 81.3% 88.8% 88.9% 90.3% 91.2% 91.2% 91.5% 91.5% 93.1% 93.3% 93.3% 93.4% 93.4% 94.0% 94.3% 94.5% 94.6% 93.0% 93.0%

※上段数量は、市街化＋調整区域　中段数量は、市街化区域　下段数量は、市街化調整区域のそれぞれの整備数量を示しています。

※進捗率の算出は、累計整備面積／事業認可面積で求めました。

事業認可面積：平成3年12月認可 90.6ha、　平成8年12月認可拡大　191.8ha、　平成13年2月認可拡大　203.4ha、　平成16年8月認可拡大　234.9ha、令和6年1月認可拡大　238.3ha

※区域外流入についてはカウントしていません。

※進捗率について平成15年度分から少数点第２位を四捨五入することとしました。

※平成16年度に整備済み区域を精査し、その誤差を平成16年度整備面積としました。

※平成20年度について繰越工事分は当該年度に計上していません。

平成11年度
以前

平成13年度 平成14年度 平成15年度 令和6年度平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成26年度 平成27年度平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度平成16年度 平成17年度
地 区 名 区分

年   度   別   整   備   済   面   積

平成12年度 平成25年度 下水道事業計
画数値

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 合  計令和5年度令和4年度令和3年度令和2年度

年度別小計

累計整備面積

進捗率

南下浦

上宮田

菊  名

金  田

初  声 下宮田
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　　ウ　 私道の公共下水道

         　　要件を満たすことができれば、私道敷に設置することができます。

         　　　 （ 三浦市私道内公共下水道設置要綱 ）

要　件

　（ア）　私道の幅員がおおむね １.８メートル以上であること。

　　　　公示が予定される区域内にあること。

　　　　されている公道又は私道に接していること。

　（エ）　新たに敷地造成（開発行為によるものに限る。）を行う区域でないこと。

　　　　ること。　

　（ク）　当該私道に係る訴訟等の紛争がないこと。

　（ケ）　排水設備設置義務者が受益者負担金を滞納していないこと。

　　　　　

　私道内における公共下水道設置実績

区　分 申請件数 実施件数※1

平成 14 年度
以前

28 17 　ます： 84箇所　　Ｌ＝611.2ｍ

平成 15 年度 5 2 　ます： 30箇所　　Ｌ＝154.8ｍ

平成 16 年度 0 4 　ます： 19箇所　　Ｌ＝113.9ｍ

平成 17 年度 0 0

平成 18 年度 0 0

平成 19 年度 0 0
※2 平成 20 年度 1 1 　ます：  5箇所　　Ｌ＝38.0ｍ

平成 21 年度 2 2 　ます：  4箇所　　Ｌ＝48.0ｍ

平成 22 年度 3 1 　ます：  7箇所　　Ｌ＝38.0ｍ
※2 平成 23 年度 0 3 　ます： 13箇所　 Ｌ＝160.0ｍ

平成 24 年度 0 1 　ます：  5箇所　　Ｌ＝68.1ｍ
※2 平成 25 年度 2 1 　ます：　5箇所　　L＝24.8m

平成 26 年度 0 0
※2 平成 27 年度 0 1 　ます：　6箇所　　L＝31.0m

平成 28 年度 0 0

平成 29 年度 0 0

平成 30 年度 0 0

令和 元 年度 0 0

令和 2 年度 0 0 0

令和 3 年度 0 0

令和 4 年度 1 1 　ます：　3箇所　　L＝39.6m

令和 5 年度 0 0

令和 6 年度 0 0

※1　実施件数とは、設置するために行った工事の本数です。
※2　別の公共工事との合併施工がありましたが、表中の件数には反映していません。

金　額　（円） 備　　　　　　考

21,157,500

12,096,000

62,589,380

0

4,583,520

0

0

6,931,100

0

0

0

0

市が設置する下水道管は、公道敷が原則ですが、所有者や使用者全員の合意等、次の

　（イ）　私道が下水道法第９条第２項の規定により公示された処理区域内又は近く処理区域の

　（ウ）　私道の起点又は終点のいずれか一方が現に公共下水道が設置若しくは近く設置が予定

　（カ）　排水設備設置義務者及び当該公共下水道を使用しようとする者全員が公共下水道の

　（キ）　私道内に公共下水道を設置することについて、当該私道の所有者全員の承諾が得られ

　　　　設置を希望し、設置後直ちに汚水を公共下水道に流入させることが明らかであること。

　（オ）　私道に面した建築物が２戸以上あること。

0

11,741,100

3,521,700

3,528,000

3,536,400

26,192,400

0

0

2,425,500

0
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（３）　ポンプ場

　ア　金田中継センター整備状況

位　　　　置 敷地面積 能　　力　　

　三浦市南下浦町 （全体計画） 　　　１１．８ｍ3/分

　　　　 　金田２０６番地８ 平成12年度末 　　　　５．９ｍ3/分

　鉄筋コンクリート造 　沈砂ピット ２池

　汚水ポンプ ２台

　地上２階　地下２階 　受変電設備 １式

　自家発電設備 １台

　イ　ポンプ施設整備状況

施 設 名

上宮田1号マンホールポンプ 2台×(口径:150㎜ 吐出量:1.74㎥/min 出力:5.5kW)

上宮田2号マンホールポンプ 2台×(口径: 80㎜ 吐出量:0.60㎥/min 出力:3.7kW)

上宮田3号マンホールポンプ 2台×(口径: 65㎜ 吐出量:0.18㎥/min 出力:0.75kW)

上宮田4号マンホールポンプ 2台×(口径:100㎜ 吐出量:1.02㎥/min 出力:3.7kW)

上宮田5号マンホールポンプ 2台×(口径: 65㎜ 吐出量:0.30㎥/min 出力:1.5kW)

上宮田6号マンホールポンプ 2台×(口径: 80㎜ 吐出量:0.58㎥/min 出力:7.5kW)

金田1号マンホールポンプ 2台×(口径: 65㎜ 吐出量:0.16㎥/min 出力:1.5kW)

金田2号マンホールポンプ 2台×(口径: 65㎜ 吐出量:0.16㎥/min 出力:1.5kW)

下宮田1号マンホールポンプ 2台×(口径:100㎜ 吐出量:1.14㎥/min 出力:11kW)

下宮田2号マンホールポンプ 2台×(口径:100㎜ 吐出量:0.9㎥/min  出力:5.5kW)

下宮田3号ポンプ室 3台×(口径:100㎜ 吐出量:1.9㎥/min  出力:7.5kW)

下宮田4号マンホールポンプ 2台×(口径:100㎜ 吐出量:1.4㎥/min  出力:15kW)

菊名1号マンホールポンプ 2台×(口径: 50㎜ 吐出量:0.08㎥/min 出力:1.2kW)

菊名2号マンホールポンプ 2台×(口径: 50㎜ 吐出量:0.08㎥/min 出力:1.0kW)

菊名3号マンホールポンプ 2台×(口径: 50㎜ 吐出量:0.08㎥/min 出力:1.2kW)

１分間の揚水量

４７０㎡

現　有　主　要　施　設

施 設 能 力

構　　　　　　造

（口径:200㎜ 吐出量:5.9㎥/min　出力:45kW）
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（４）　処 理 場

ア　東部浄化センター整備状況

位       置 敷地面積 処理方法 備  考

施　　設　　名

　鉄筋コンクリート造

　地上３階　　地下１階 　汚水ポンプ　３台　　自家発電設備　１台

　鉄筋コンクリート造 　汚泥濃縮槽　　２池（動式）

　地上２階　　地下１階 　汚泥脱水機　　２台（遠心脱水、スクリュープレス）

イ　東部浄化センター年間処理水量及び年間汚泥処分量

年　　度

平成１４年度 1,063 841

平成１５年度 1,038 921

平成１６年度 1,251 1074

平成１７年度 1,288 1,185

平成１８年度 1,357 1,300

平成１９年度 1,436 1,213

平成２０年度 1,499 1,256

平成２１年度 1,561 1,262

平成２２年度 1,568 1,337

平成２３年度 1,494 1,089

平成２４年度 1,617 1,281

平成２５年度 1,595 1,381

平成２６年度 1,580 1,312

平成２７年度 1,635 1,349

平成２８年度 1,583 1,343

平成２９年度 1,659 1,419

平成３０年度 1,617 1,328

令和元年度 1,629 1,351

令和２年度 1,569 1,296

令和３年度 1,574 1,252

令和４年度 1,503 1,298

令和５年度 1,470 1,326

令和６年度 1,504 1,317

０．５系列、１池

１系列、２池

処　　理　　能　　力

（全体計画） ４，６５２ｍ3/日 ２系列、４池

　５，３６０ｍ3/日

　三浦市南下浦町 ２１，２９４ 標準活性 平成10年度末 　２，６８０ｍ3/日

金田２７３６番地５             ｍ2 汚泥法 平成11年度末

平成13年度末 　８，０５０ｍ3/日 １．５系列、３池

構　　　　　造 現　　　有　　　主　　　要　　　施　　　設

　汚泥処理棟

　水処理棟

　管理本館（沈砂池）
　沈砂池　　　 １池　　受変電設備　　 １式

処理水量（千ｍ３） 汚泥処分量（ｔ）

　最初沈殿池　　６池 塩素接触槽　２池
　鉄筋コンクリート造

　エアレーションタンク　３池
　地上１階　　

　最終沈殿池　　６池 太陽光モジュール　530枚
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採取日 気温(℃) 水温(℃)
水素イオン

濃度
生物化学的酸素
要求量　(mg/l)

化学的酸素
要求量　(mg/l)

浮遊物質量
(mg/l)

大腸菌群数
(個/㎤)

窒素含有量
(mg/l)

燐含有量
(mg/l)

4/3 15.5 20.5 7.1 3.1 8.3 2.6 0 16.8 0.8

4/16 20.9 22.3 7.2 2.8 9.9 2.2 0 17.6 0.6

5/9 12.8 22.5 7.0 3.6 9.3 2.4 0 15.2 0.8

5/16 20.3 23.5 7.1 2.9 7.5 2.8 0 14.0 1.2

6/6 25.9 25.1 7.0 2.3 8.0 2.4 0 12.3 1.0

6/20 26.2 25.3 7.1 2.0 6.7 2.0 0 10.1 1.0

7/4 32.7 21.6 7.1 1.8 7.4 1.8 0 12.2 0.5

7/18 32.0 27.4 7.2 1.8 7.8 1.4 0 12.3 0.9

8/1 30.6 29.2 7.2 2.4 8.0 2.0 0 15.6 1.1

8/15 33.1 29.6 7.2 5.4 8.9 2.0 0 17.3 1.2

9/5 27.6 29.0 7.0 2.5 8.0 3.2 0 12.6 1.2

9/19 32.5 30.5 7.0 3.8 8.5 3.4 0 11.2 1.0

10/3 25.1 28.2 7.1 0.7 8.0 3.8 0 12.8 1.3

10/24 26.5 27.0 6.7 1.3 7.8 2.8 0 14.3 0.6

11/7 19.0 24.0 7.1 5.2 8.2 3.8 0 15.2 0.7

11/21 14.5 22.0 7.1 2.2 7.9 3.0 0 17.5 0.9

12/5 17.0 21.0 7.2 1.1 7.3 1.8 0 14.9 0.5

12/19 9.6 18.1 7.0 0.7 7.9 2.6 0 13.9 1.2

1/9 9.2 19.0 7.2 0.8 7.6 2.4 0 17.3 0.6

1/16 7.5 17.2 7.0 3.4 8.2 1.8 0 15.5 0.5

2/5 8.2 16.7 7.1 2.8 8.4 3.6 0 17.6 0.6

2/20 12.0 17.0 7.0 1.8 9.3 2.6 0 15.1 0.5

3/6 11.2 17.4 6.8 1.4 7.4 3.0 0 14.4 0.7

3/13 18.7 19.3 7.0 1.8 7.5 2.6 0 15.7 0.6

年間最小値 7.5 16.7 6.7 0.7 6.7 1.4 0 10.1 0.5

年間最大値 33.1 30.5 7.2 5.4 9.9 3.8 0 17.6 1.3

平成15年度平均 20.2 22.3 7.0 5.5 10.1 3.5 1 17.5 1.7

平成16年度平均 21.8 23.7 7.1 5.9 10.7 3.4 1 21.8 1.3

平成17年度平均 20.7 23.6 7.0 5.3 10.8 3.5 30 16.5 0.9

平成18年度平均 21.0 23.4 7.0 4.8 11.4 3.2 0 18.3 0.8

平成19年度平均 19.7 23.4 7.0 4.1 11.9 4.0 1.4 16.8 1.1

平成20年度平均 18.3 22.8 6.9 2.1 9.2 4.2 0 11.8 1.3

平成21年度平均 17.5 23.2 7.1 2.9 8.2 3.6 0.8 12.5 1.0

平成22年度平均 18.0 23.4 7.0 3.9 9.1 3.3 0.0 16.8 0.9

平成23年度平均 18.5 23.3 6.9 3.9 9.3 4.4 0.0 13.9 1.1

平成24年度平均 19.8 23.0 7.0 3.5 8.2 2.2 0.1 15.3 0.7

平成25年度平均 18.9 23.2 7.1 3.9 9.0 2.5 0.3 16.3 0.7

平成26年度平均 19.7 22.7 7.0 3.2 8.9 2.4 0.3 16.5 0.6

平成27年度平均 19.3 22.9 7.0 4.4 8.5 2.3 1.3 15.4 0.7

平成28年度平均 19.5 23.4 7.0 4.6 8.8 2.1 0.3 15.0 0.9

平成29年度平均 19.1 23.8 7.1 3.5 8.9 2.2 0.7 15.4 0.9

平成30年度平均 19.1 23.8 7.1 4.0 8.6 2.1 0.8 15.8 0.9

令和元年度平均 20.1 23.3 7.2 3.1 8.6 2.3 0.3 15.8 0.8

令和２年度平均 19.4 22.3 7.2 2.5 8.3 1.8 0.0 16.4 1.0

令和３年度平均 18.7 21.9 7.0 2.1 7.9 2.2 0.2 14.6 0.9

令和４年度平均 19.0 23.1 7.1 2.6 8.0 2.3 112.5 13.8 1.1

令和５年度平均 20.7 24.4 7.1 2.7 8.3 3.0 0.0 15.2 0.9

令和６年度平均 20.4 23.1 7.1 2.4 8.1 2.6 0.0 14.6 0.8

許容限度 5.8～8.6 25 25 70 3,000 40 4

ウ 水 質 試 験 （ 放 流 水 ） 成 績
        （令和６年度）

 13



４．受益者負担金

≪受益者負担金とは≫

≪受益者負担金の額≫

受益者負担金金額表 （単位：円）

２０ｍｍ 以下

２５ｍｍ

４０ｍｍ

５０ｍｍ

７５ｍｍ

１００ｍｍ

１５０ｍｍ

２００ｍｍ

受益者負担金収納状況 　（単位：円）

6,394,550

6,721,200

3,485,825

2,161,725

2,813,575

1,673,200

3,962,875

5,320,200

5,492,625

6,037,075

3,333,625

3,138,700

2,249,100

7,048,375

1,397,550

2,352,425

令和 ３ 年度

令和 ４ 年度

令和 ５ 年度

令和 ６ 年度

区　　分

平成 24 年度

平成 23 年度

平成 22 年度

平成 21 年度

令和 ２ 年度

平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

平成 29 年度

平成 30 年度

令和 元 年度

平成 19 年度 26,510,075

平成 20 年度 7,403,675

平成 25 年度

決　算　額

金　　額

で、下水道の整備によって利益を受ける区域内の建物に対して賦課するものです。

３，１６９，５００

８，７３１，８００

１７，９２９，６００

負担させることになり、住民の負担方法としては公平を欠くことになります。

下水道の整備には多額の費用が必要です。一般に道路や河川のように利用者が不特定多数

の場合は、その建設費は公費で賄われますが、下水道のように特定の人だけが利益を受ける場合

は、建設費を市全域から納められた税のみで賄うとすれば、利益を受ける人と受けない人に等しく

このため、下水道の整備により利益を受ける人が、建設費の一部を負担するのが受益者負担金

より決定します。

水道メーターの口径 金　　　　　額

５６，７００

９８，６００

３２０，３００

受益者に負担していただく負担金額は、その建物の水道メーターの口径に応じ、次の金額表に

５６０，１００

１，５４３，９００
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